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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレートガ
バナンスの体制構築・機構改革を重要課題と認識し、取り組んでおります。

当社は、監査役会による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社の経営体制を採用しております。また、会社の
機関として、株主総会、取締役会を設置しております。このほか「経営会議」を設置しており、業務執行における迅速かつ的確な意思決定や機動的
対応を図っております。加えて、独立社外取締役を委員長とする任意の「指名・報酬・ガバナンス委員会」を設置しており、取締役会の諮問を受け
て、取締役等の指名・報酬に関する事項並びにコーポレートガバナンスに関する事項を審議し、答申しております。

当社は、原則として毎月1回開催する定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監
督を行っております。

また、取締役会を補完し適切な業務執行を図るため、当社は、代表取締役社長、業務執行取締役及び執行役員等で構成される経営会議を設置
し、原則毎週1回業務執行における重要事項について審議及び検討を行っております。

報告日現在の当社の経営体制は、取締役8名（うち社外取締役5名）、監査役4名（うち社外監査役2名）で構成されております。

また、監査体制につきましては、監査役会のもと、監査役は取締役会はもとより経営会議等の社内の重要会議に出席し、会社の状況及び経営の
執行状況についても監査を実施しているほか、監査役会を通じて、監査役相互に密接な情報交換、協議を行う等経営監視機能の充実を図ってお
ります。

加えて、複数の弁護士事務所と顧問契約を締結し、適宜、適切なアドバイスを受けております。

会計監査人である監査法人は、あおい監査法人と監査契約を締結しております。税務関連業務につきましても税理士と顧問契約を締結しアドバイ
スを受けております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則3-1-3】

当社は、サステナビリティ経営について業績説明資料、有価証券報告書で説明しているほか、統合報告書において、CO2排出量、ペーパーレス化
比率、女性管理職比率、育休取得率といったサステナビリティ指標を集計、開示しております。

従来のCSRの取り組みを継続し、社会的責任を果たすべく、社会的要請に基づく情報開示を強化するとともに、気候変動に係るリスク及び収益機
会が自社の事業活動や収益等に与える影響については、ＴＣＦＤに基づく情報開示の実施を検討しております。

【原則4-2】

取締役会は、経営陣による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、経営陣からの健全な企業家精神に
基づく提案を歓迎しつつ、説明責任の確保に向けて、そうした提案について独立した客観的な立場において多角的かつ十分な検討を行うととも
に、承認した提案が実行される際には、経営陣幹部の迅速・果断な意思決定を支援しております。但し、経営陣の報酬に関して、インセンティブ付
与となる具体的な施策は導入しておりません。今後、適切なインセンティブのあり方を含め、報酬制度について検討してまいります。なお、経営陣
に対しては役員持株会を通じた自社株の取得を奨励しており、業務執行取締役のほとんどが実際に自社株を保有していることから、中長期的な
会社の業績に対するインセンティブは働いていると考えています。

【補充原則4-2-1】

経営陣の報酬に関して、インセンティブ付与となる具体的な施策は導入しておりません。

今後、適切なインセンティブのあり方を含め、報酬制度について検討してまいります。

なお、経営陣に対しては役員持株会を通じた自社株の取得を奨励しており、業務執行取締役のほとんどが実際に自社株を保有していることから、
中長期的な会社の業績に対するインセンティブは働いていると考えています。

【補充原則4-10-1】

当社は、コーポレートガバナンス上の重要事項である取締役等の指名や報酬に関し、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化し、取締役会
の監督機能を強化するため、2021年10月に取締役会の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役とする任意の「指名・報酬委員会」（現在は
「指名・報酬・ガバナンス委員会」へ改称）を設置し、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの
観点を含め、指名・報酬・ガバナンス委員会の適切な関与・助言を得る形で決定しています。なお、指名・報酬・ガバナンス委員会の構成におい
て、独立社外取締役は過半数に至りませんが、取締役会の機能を高度化するための諮問機関としての役割を担えるものと判断しております。指
名・報酬・ガバナンス委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等については、原則3-1に記載のとおりです。



【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】

当社が純投資目的以外の目的で保有する株式は、お客様や取引先の株式を保有することで中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等が
可能となるものを対象としております。政策保有株式の取得・処分は取締役会の決議・報告事項であり、取得後も取締役会にて半期に1度、発行
会社との取引状況、株価の推移、配当実績等を勘案して、保有の継続の適否を審議検討しております。株式を保有する結果として当社の企業価
値を高め、株主・投資家の皆様の利益に繋がると考える場合において、このような株式を保有する方針としております。投資先企業の議決権につ
きましては、持続的成長と中長期的な企業価値向上に資するよう行使いたします。

【原則1-7】

当社と当社役員個人との直接取引及び当社と当社取締役が代表となっている他会社との取引など（利益相反取引）につきましては、かかる取引
が会社及び株主共同の利益を害することがないよう、以下の体制を整備しております。

・「取締役会規則」「倫理規程」「役員服務規程」及び「コンプライアンス規程」を定め、利益相反行為の禁止、関連当事者間の取引におけるルール
の遵守を周知徹底しております。

・当社と役員との間の競業取引及び利益相反取引につきましては、取締役会においては実際の個別取引にかかる承認または報告の受領を通じ
て監視を行い、監査役においては「監査役監査基準」に則り監査を行っております。

【補充原則2-4-1】

当社は、次世代育成支援対策推進法および女性活躍推進法にもとづく「一般事業主行動計画」の中で、「会社にとって最も大切な財産は社員であ
る」という考えのもと、社員一人ひとりを大切にする企業文化を背景に、全ての社員が仕事と生活の調和を図りながら、その能力を十分に発揮し、
安心して働き続けられる環境を整備するため、2028年9月までの3年間において以下の3つの測定可能な目標を設定し、公表しております。

1.男性社員の育児目的休暇取得率および女性社員の育児休業取得率100％を継続するとともに、2028年9月期までに男性社員の育児休業取得
率50％以上達成を目指す。

2.フルタイム勤務社員の法定時間外労働および法定休日労働の合計労働時間数を月平均20時間未満とする。

3.管理職およびライン管理職に占める女性社員の割合について、それぞれ30％以上を維持する。

また、当社は、有価証券報告書や統合報告書等において、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針をその実績と併せて開示し
ております。

キャリア採用者については、新卒採用と同様の人事制度のもと取り扱っており、管理職への登用も多く行われていることから、キャリア採用者に限
定した目標値は設定しておりません。外国人についても目標値は設定しておりませんが、働きやすい環境の構築と、属性を問わない人物本位の
人材登用、人材育成を継続してまいります。

【原則2-6】

当社の退職年金制度は確定拠出企業年金のため企業年金の積立金の運用はなく、財政状況への影響もありません。確定拠出企業年金の運用
においては、従業員の資産形成に大きな影響を与えることを鑑みて、複数の観点から運用商品を選定、評価しております。また、従業員への運用
に関する教育や、商品及び運営管理機関に関わる運用実績の定期的なモニタリングを実施することにより、適切な運用を図っております。

【原則3-1】

(1)基本理念 当社ホームページをご参照ください。（https://www.advancecreate.co.jp/company/mission）

中期方針といたしまして、当社グループでは企業の継続を目的とし、そのための経営指標として効率経営の観点からROE（自己資本利益率）及び
売上高経常利益率が20%以上となるよう成長に努めるとともに、財務健全性の指標として自己資本比率80%以上を目指しております。また、配当性
向50%以上を基準として、株主還元として安定的な配当を継続実施する方針としております。

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、「Ⅰ-1.基本的な考え方」をご参照ください。

(3)経営幹部、取締役報酬を決定するにあたっての方針、報酬構成、手続き

取締役の報酬を決定するにあたっての方針、報酬構成、手続きは以下のとおりとなっております。

<方針>

・当社の取締役の報酬は、各取締役が一体となった事業経営を展開し、企業価値の持続的な向上に取り組み、社会に永きにわたって受け入れら
れる企業経営への貢献度をもって支払うことを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬のみとし、個々
の取締役報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準としております。

<報酬構成>

・当社は、保険代理店事業を中核事業とし、この経営資産を活かし、メディア事業、再保険事業、ASP事業、BPO事業、メディアレップ事業を展開す
る相互連携したビジネスモデルにより、業績の安定と成長を目指しております。事業推進にあたっては、取締役個人の取り組みが業績を牽引する
のではなく、各取締役が緊密に連携し、一体となった事業運営を展開し、企業価値の増大に取り組んでおります。従って、当社取締役の報酬は、
業績の達成度により大きく変動する賞与や長期インセンティブプラン（株式報酬等）のような「業績連動報酬」を採用せず、「月例の固定報酬として
の基本報酬のみ」とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら総合的に勘案して、報酬体系の
範囲内で決定するものとしております。

<手続き>

・取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額（年額6億円以内）の範囲内において決定しております。

・取締役の個人別の基本報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとしておりま
す。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役を過半数とする委員と独立社外取締役の委員長で構成
する指名・報酬・ガバナンス委員会に取締役の個人別基本報酬額の原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は当
該答申の内容に従って決定しなければならないこととしております。

(4)経営陣幹部の選任、取締役・監査役候補の指名



取締役・監査役の選定基準及び選任に関する方針と手続きは以下のとおりとなっております。

<1>取締役の選定基準

1.心身ともに健康であること

2.人望、品格、倫理観を有していること

3.遵法精神に富んでいること

4.経営に関し客観的判断能力を有するとともに、先見性、洞察力に優れていること

5.当社主要事業分野において経営判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと、及び産官学の分野において組織運営経験
を有し、または技術、会計、法務等の専門性を有していること

6.株式公開会社としての透明性と健全性・効率性を果たす企業統治機構構築の観点から、取締役に求められる資質を有していること

7.会社法の規定に照らし、取締役としての適格性を有すること

8.社外取締役については、さらに以下の基準を満たしていること

(1)出身の各分野における実績と識見を有していること、取締役としての職務遂行を行うための十分な時間が確保できること

(2)当社との重要な取引関係がないこと、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との個人的な関係がないこと

(3)企業経営の経験があることもしくは企業経営に資する学識経験その他の能力を有すること

(4)会社法の規定に照らし、社外取締役としての適格性を有すること

<2>監査役の選定基準

1.取締役の選定基準第1項乃至第5項については、これを監査役の選定基準に準用する

2.監査役としての職務遂行に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと、及び産官学の分野において組織運営経験を有し、また
は技術、会計、法務等の専門性を有していること

3.株式公開会社としての透明性と健全性・効率性を果たす企業統治機構構築の観点から、監査役に求められる資質を有していること

4.監査役のうち最低1名は、財務及び会計に関して十分な知見を有する者であること

5.会社法の規定に照らし、監査役としての適格性を有すること

6.任期を全うすることが可能であること

7.監査役のうち半数以上は、社外監査役であること

8.社外監査役については、さらに以下の基準を満たしていること

(1)出身の各分野における実績と識見を有していること、監査役としての職務を行うための十分な時間が確保できること

(2)当社との重要な取引関係がないこと、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との個人的な関係がないこと

(3)企業経営の経験があることもしくは企業経営に資する学識経験その他の能力を有すること

(4)会社法の規定に照らし、社外監査役としての適格性を有すること

<3>社外取締役及び社外監査役の選定基準

・社外取締役及び社外監査役のうち最低1名は、当社が上場する証券取引所が規定する独立役員選任基準を満たす独立役員であること

<方針>

・取締役会機能の独立性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として社外取締役を過半数とする委員と独立社外取締役の委員長で構
成する「指名・報酬・ガバナンス委員会」を設置しております。

・取締役会はこの答申を尊重して取締役の選任及び解任に関する株主総会議案を策定し、株主総会の決議により決定しております。

・監査役の選任については、取締役会が推薦し、監査役会の同意を得て株主総会の決議により決定することにしております。

<手続き>

・取締役の選任にあたっては取締役会が全体として備えておくべき知識・経験・能力を確保し、その役割・責務を実効的に果たすことができている
かを分析、検証いたします。この分析結果も考量のうえ、下記のプロセスを経て、取締役会へ答申を行うこととしております。

（答申プロセス）

1.候補者との面談

・委員会メンバーと候補者との面談

2.候補者選定

・取締役候補者の選定

3.候補者推薦資料整備

・事務局が履歴、面談内容、推薦理由などを資料として作成

4.指名・報酬・ガバナンス委員会審議

・候補者推薦資料等を踏まえ委員会にて審議・答申案の決定

・取締役会における知識・経験・能力のバランス・多様性の検証

5.取締役会への答申

・委員会での審議結果を取締役会において答申

(5)取締役・監査役候補の個々の選任・指名に関する説明



本報告書の別紙をご参照ください。

【補充原則4-1-1】

取締役会の構成は取締役8名中5名が社外取締役であり、また、監査役も4名中2名が社外監査役です。取締役会の役割としては経営の監督に軸
足を置いて、当社の経営戦略や対処すべき経営上の課題について自由な意見交換のもとで議論をしています。

業務執行については、業務執行取締役、執行役員及び部門責任者が担当しており、その合議機関として、経営会議や拡大経営会議を設けていま
す。業務執行取締役、執行役員及び部門責任者は担当業務の執行状況や経営課題の進捗状況を取締役会に対して報告し、各取締役及び監査
役は、業務執行取締役、執行役員及び部門責任者からの報告に対し、必要に応じて指摘を行い、意見を述べています。

取締役会の審議事項に関し、当社は、法令上の取締役会決議事項及びこれに準ずる重要な事項について、取締役会において判断・決定するとと
もに、上記のとおり業務執行取締役、執行役員及び部門責任者から担当業務の執行状況等の報告を受けています。

当社取締役会は、経営の監督に軸足を置いていますが、その一方で、当社の事業内容・規模からすれば、取締役会の役割についていわゆるモニ
タリング・モデルを徹底するほど業務執行部門が多様・大規模ではなく、マネジメントの機能を折衷的に併有しています。

以上のほか、当社は、コンプライアンス委員会など、組織横断的な各種会議体を設け、重要課題に対して様々な観点からの検討を行い、取締役
会をサポートしています。

【原則4-9】

社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しております。上場証券取引所の定
める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定しております。

【補充原則4-11-1】

当社では、取締役の選任に関して適格かつ迅速な意思決定と適材適所の観点より総合的に検討し決定しており、取締役会の多様性及び全体とし
ての知識・経験・能力のバランスが当社にとって最適な形で確保されるよう努めております。現在選任されている取締役は、原則3-1に記載のとお
り方針に沿った選任を実施しております。

また、招集通知及び統合報告書においてスキル・マトリックスを開示しております。

【補充原則4-11-2】

当社取締役・監査役は、自身の受託者責任を踏まえ、当社以外の上場会社を兼任する場合は、合理的な範囲内にとどめるよう努めております。ま
た、当社は、毎年事業報告にて各取締役・監査役の重要な兼任状況について開示しております。

【補充原則4-11-3】

当社では毎年、各取締役の自己評価などを踏まえて、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その実効性を高める方策を検討してお
ります。取締役会の実効性に関する直近の分析・評価結果の概要は、2025年7月開示の統合報告書において開示しております。

なお、従来、取締役会実効性評価は、取締役会の諮問機関であったガバナンス委員会が実施し、取締役会へ報告してまいりましたが、この度、当
社のコーポレートガバナンス体制のさらなる強化を目的として、ガバナンス委員会を廃止し、ガバナンス委員会の機能の一部を指名・報酬委員会
において担う組織変更を行いました。そして、当委員会名を「指名・報酬・ガバナンス委員会」に改称し、引き続き、取締役会の機能を高度化するた
めの諮問機関としております。実効性評価については、取締役会からの諮問事項として、指名・報酬・ガバナンス委員会が企画・提言し、取締役会
事務局が実施することにいたしました。

【補充原則4-14-2】

当社では、取締役・監査役について事業・財務・組織等に関する幅広い知識を有している者から選任しており、就任に際し、経営者として習得して
おくべき法的知識を含めた役割・責務の理解促進を図っております。また、就任後の知識更新の機会として、定期的に外部有識者を招き研修を行
うとともに、情報交換・相互研鑽の場を設けております。

【補充原則5-1-2】

当社は、株主・投資家の皆様との建設的な対話を促進し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、以下のような施策を
実施する方針としております。

1.株主との対話は、管理部門責任者が統括しており、決算説明会をはじめとした様々な取り組みを通じて、積極的な対応を心がけております。

2.対話を補助する社内の関連部門は、建設的な対話の実現に向け、開示資料の作成・審査や必要な情報の共有など、積極的に連携を取りながら
業務を行っております。

3.個別面談以外の対話の手段として、年2回決算発表後における投資家向け決算説明会の開催や業績説明資料の開示などにより、投資機会の
促進と情報開示の充実に努めております。

4.対話において把握した株主の意見などは、必要に応じて取締役会で報告し、経営陣及び関係部門へフィードバックし、情報の周知・共有を行って
おります。

5.決算発表前の期間は、サイレント期間として投資家との対話を制限しております。また、インサイダー取引防止策に関する社内規程として、「内部
情報管理および内部者取引規制に関する規則」を定めており、対話に際しての情報管理も徹底して行っております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

SBIホールディングス株式会社 6,500,000 20.02

有限会社濱田ホールディングス 4,412,400 13.59



ライフネット生命保険株式会社 3,230,000 9.94

濱田 佳治 1,583,500 4.87

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,140,900 3.51

住友生命保険相互会社 989,200 3.04

メットライフ生命保険株式会社 989,200 3.04

第一生命ホールディングス株式会社 989,200 3.04

濱田 亜季子 949,900 2.92

ＦＷＤ生命保険株式会社 845,000 2.60

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム、札幌 既存市場、福岡 既存市場

決算期 9 月

業種 保険業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 11 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長



取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

桜井 洋二 他の会社の出身者 △

小坂田 成宏 他の会社の出身者

島津 朝子 他の会社の出身者

篠原 秀典 他の会社の出身者 ○

成川 淳 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

桜井 洋二 ○ ―――

損害保険会社、生命保険会社において企業経
営に携わった豊富な経験と高い見識から、当
社事業運営に際し有用な意見、助言をいただ
けるとともに、社外取締役として業務執行の監
督に充分な役割を果たしていただけるものと判
断し、社外取締役及び独立役員に選任しており
ます。

小坂田 成宏 ○ ―――

企業法務に関する弁護士としての経験と専門
知識を有しており、法律専門家としての客観的
立場から当社の経営に対する適切な監督を
行っていただけるものと判断し、社外取締役及
び独立役員に選任しております。

島津 朝子 ○ ―――

キャプティブ保険法に関する弁護士（米国）とし
ての経験と専門知識を有しており、法律専門家
としての客観的立場から当社の経営に対する
適切な監督を行っていただけるものと判断し、
社外取締役及び独立役員に選任しておりま
す。

篠原 秀典 　 ―――

生命保険会社において企業経営に携わった豊
富な経験と高い見識から、当社経営の重要事
項の決定に際し有用な意見、助言をいただけ
るとともに、社外取締役として業務執行の監督
に充分な役割を果たしていただけるものと判断
し、社外取締役に選任しております。



成川 淳 　 ―――

生命保険会社における商品数理、決算数理等
の業務経験に加え、生命保険会社および銀行
持株会社の両業界におけるリスク管理体制の
整備・運用など豊富な経験と高い見識を有する
ことから、当社経営の重要事項の決定に際し
有用な意見、助言をいただけるものと判断し、
社外取締役に選任しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬・ガバナン
ス委員会

6 1 1 5 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬・ガバナン
ス委員会

6 1 1 5 0 0
社外取
締役

補足説明

当社は、コーポレートガバナンス上の重要事項である取締役等の指名や報酬に関し、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化し、取締役会
の監督機能を強化するため、取締役会の決議に基づき、その諮問機関として、委員の過半数を社外取締役とする任意の「指名・報酬・ガバナンス
委員会」を設置しております。委員は独立社外取締役3名、社外取締役2名、社内取締役1名の計6名で構成され、委員長は独立社外取締役である
桜井 洋二氏が選定されております。委員会は、取締役会の諮問を受け、取締役等の指名・報酬に関する事項を審議し、答申いたします。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人との連携につきましては、定例的に会合を開催し、監査計画ならびに監査実施状況の報告が行われ、相互の連携が図られて
おります。

内部監査計画については策定時に監査役に報告され、内部監査の実施状況についても毎月監査役に報告され、連携が図られております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m



三田 与志雄 他の会社の出身者

福田 泰明 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

三田 与志雄 ○ ―――

公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門
知識を有しており、当社の内部統制システム構
築に対する助言・提言を含めて、適切な監査を
行っていただけるものと判断し、社外監査役及
び独立役員に選任しております。

福田 泰明 ○ ―――

公認会計士・税理士として、会計と税務に関す
る豊富な経験と専門知識を有しており、当社の
内部統制システム構築に対する助言・提言を
含めて、それらの経験と知識を当社における監
査に活かしていただけるものと判断し、社外監
査役及び独立役員に選任しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

該当事項はありません。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

経営陣の報酬に関して、インセンティブ付与となる具体的な施策は導入しておりません。今後、適切なインセンティブのあり方を含め、報酬制度に
ついて検討してまいります。なお、経営陣に対しては役員持株会を通じた自社株の取得を奨励しており、業務執行取締役のほとんどが実際に自社
株を保有していることから、中長期的な会社の業績に対するインセンティブは働いていると考えています。

ストックオプションの付与対象者



該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2025年9月期における当社の役員に対する役員報酬は以下のとおりであります。

・取締役に支払った報酬 121百万円

・監査役に支払った報酬 50百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

報酬の額またはその算定方法の決定方針の開示内容については、原則3-1に記載のとおりです。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

当社では、取締役会事務局ならびに経営会議事務局として管理部門のスタッフ4名が従事し、社外取締役及び社外監査役への資料の事前配布及
び事前説明等を行い、サポートの任にあたっております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

①取締役会

取締役会は、8名の取締役で構成され、監査役出席のもと、原則毎月1回開催するほか、必要に応じ随時臨時取締役会を開催しており、当社の重
要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。

②監査役会

監査役会は監査役4名（うち社外監査役2名）で構成され、各監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会や経営会議をはじ
めとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。なお、監査役は、会計監査人より
会計に関する監査計画の説明を受け、また、監査報告書及び監査に関する資料を受領するとともに、重要事項について説明を求めることにより、
会計監査人との連携を図っております。また監査役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、当社の内部統制の整備状況、運用状況及び
その検証について監視しております。

③経営会議

当社では、代表取締役社長、業務執行取締役及び執行役員等で構成される経営会議を原則週1回開催し、経営上の議案の協議を行っておりま
す。加えて、原則毎月1回、各部門責任者を加え、拡大経営会議を開催し、業務執行状況の確認を行い、業務執行の迅速化、情報の共有化及び
法令遵守の徹底を図っております。

④指名・報酬・ガバナンス委員会

当社は、コーポレートガバナンス上の重要事項である取締役等の指名や報酬に関し、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化し、取締役会
の監督機能を強化するため、取締役会の決議に基づき、その諮問機関として、委員の過半数を社外取締役とする任意の「指名・報酬・ガバナンス
委員会」を設置しております。委員は独立社外取締役3名、社外取締役2名、社内取締役1名の計6名で構成され、委員長は独立社外取締役である
桜井 洋二氏が選定されております。委員会は、取締役会の諮問を受け、取締役等の指名・報酬に関する事項並びに取締役会実効性評価の企

画・提言、コーポレートガバナンスに関して長期的・構造的・専門的な視点で、指名・報酬・ガバナンス委員会における審議が必要と判断された事
項を審議し、答申いたします。

⑤内部監査体制

内部監査については、内部監査室を設置し、責任者1名と担当者で構成されております。内部監査室は、業務の実施状況と規則への適合性の検
証を中心とした従来の検査業務を拡充し、リスク評価を含む内部管理の適合性・有効性を検証・評価し、改善に向けた提案を行っております。ま



た、監査結果につきましては関連部門と対応策等を協議のうえ、代表取締役への報告を行っております。

⑥コンプライアンス委員会

当社はコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する方針や施策について協議しております。コンプライアンス委員会は、代表取締
役社長を委員長とし、担当取締役、監査役、コンプライアンス部長等にて構成されており、原則として3ヶ月に1回開催するほか、必要に応じて随時
開催しております。

⑦会計監査

会計監査につきましては、法令に基づき、あおい監査法人の監査を受けております。当社と同監査法人または業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。

当連結会計年度に当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の体制は以下のとおりであります。

（当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名）

　　指定社員 業務執行社員 惠良　健太郎

　　指定社員 業務執行社員 丸木　章道

（当社の会計監査業務に係る補助者の構成）

　　公認会計士 14名

　　その他 9名

⑧独立役員

コーポレートガバナンスの充実に向けた取り組みの一つとして、独立役員5名（社外取締役3名、社外監査役2名）を指定しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、経営責任の明確化という観点から、業務執行取締役が、厳格な監視体制の下、意思決定及び業務執行を行う体制としております。また、
取締役8名中、社外取締役5名ならびに監査役4名中、社外監査役2名を選任しており、客観的かつ中立的な立場からの経営監視機能は十分有効
であると判断し、現在のコーポレートガバナンス体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 当社の決算月は9月であり、株主総会の開催日は一般的な集中日とは重なりません。

電磁的方法による議決権の行使 第25回定時株主総会より、電磁的方法による議決権行使を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

第25回定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームによる議決権行使を採用して
おります。

招集通知（要約）の英文での提供 第26回定時株主総会より、招集通知の要約版の英訳を実施しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第2四半期決算発表時（5月）と本決算発表時（11月）にアナリスト・機関投資家
向けに定期的に説明会を開催しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
四半期決算及び決算説明資料の開示はもとより、適時開示規則に則りオフィ
シャルホームページにて開示しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 広報を担当する総合企画部に、担当者を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明



社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

ステークホルダーの立場の尊重についての規程は特に設けておりませんが、経営理念に
基づき、会社を取り巻く全てのステークホルダー（株主、お客様、従業員、取引先等）に対
する満足度の向上を目指すとともに、健全な事業活動を通じて社会の発展に貢献します。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「内部情報管理および内部者取引規制に関する規則」及び「広報マニュアル」において、情
報開示担当を定め、できる限り早期に適切な経営情報のディスクロージャーを推進するこ
とを基本方針として定め、そのための体制を整備し実施しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社及び子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」）は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保す
るための体制（以下「内部統制」）を整備しております。

(1)当社グループの取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

①当社グループは、「基本理念」、「倫理規程」及び「コンプライアンス規程」等を制定し、当社グループの取締役及び従業員が法令・定款及び社会
規範を遵守して行動することを義務付けております。また、その徹底を図るため、当社にコンプライアンス部を設置し、当社グループにおけるコンプ
ライアンスの取り組みを横断的に統括することとしております。当社に内部監査室を設置し、コンプライアンス部と連携のうえ、当社グループにおけ
るコンプライアンスの状況を監査しております。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役に報告されております。法令上疑義のある行為等に
ついて当社グループの従業員が直接情報提供や報告・相談をする手段としてスピークアップ制度を設置・運用しております。

②当社グループは、反社会的勢力による不当要求に対しては、反社会的勢力に対する基本方針に則り、組織として対応して断固として拒絶し、取
引関係を含め一切の関係を遮断しております。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

①「取締役会規則」及び「文書取扱規程」等に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下「文書等」）に記録し、保存して
おります。取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとしております。

②「取締役会規則」及び「文書取扱規程」の改廃については取締役会の承認を得るものとしております。

(3)当社グループの損失の危機の管理に関する規程その他の体制

①当社グループにおいて「経営危機管理規程」、「システムリスク管理規程」及び「情報セキュリティ対策基準および管理手順」等のリスク管理に関
する規程を定めたうえで、各種のリスクについて主管部門を決め対応マニュアルの整備、研修を実施する等の対応を図っております。各種リスク
管理上必要な対策については、当社の取締役、執行役員及び部門責任者で構成される拡大経営会議において報告し、進捗状況を確認しており
ます。

②取締役会は自ら当社グループの経営に影響を与える可能性のあるガバナンスに関わる問題について検討しております。加えて、取締役会の諮
問機関として、委員の過半数を社外取締役とする任意の「指名・報酬・ガバナンス委員会」を設置しており、コーポレートガバナンスに関わる事項の
うち取締役会から諮問を受けた事項について検討等しております。

③新たに認識した当社グループにおけるリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めております。

④当社グループの内部統制の構築を目指し、当社内部監査室を当社グループの内部統制に関する担当部門とするとともに、内部統制に関する
協議、情報の共有化・指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築するために、代表取締役社長を委員長、経理部門担当役員を副委員
長、各執行役員・経理担当部長・内部監査室長を委員とし、オブザーバーとして参加する監査役にて構成される内部統制委員会を設置し、当社グ
ループでのリスクコントロールを行っております。

⑤当社の内部監査室が子会社を含めて、部門毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告しております。

(4)財務報告の適正性を確保するための体制

当社グループの財務報告の適正性を確保するため、内部統制委員会を設置し、財務報告の基本方針を定め、同報告に係る内部統制を整備及び
運用する体制を構築しております。

(5)当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①当社は、経営責任の明確化という観点から、業務執行取締役が、厳格な監視体制の下、意思決定及び業務執行を行う体制としております。当
社の取締役会、経営会議及び拡大経営会議において目標に対する進捗状況を確認し、必要な改善策を実施しております。

②組織規程、業務分掌、権限・責任規程及び職務権限表を定め、重要度に応じて職務権限を委任できることとし、意思決定手続きの機動性向上
を図るとともに、当社グループにおける子会社管理の基本方針として、関係会社管理規程を策定しております。

(6)当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

①当社は、当社が定める関係会社管理規程及び同規程に基づく子会社運営基準に則り、子会社の経営内容を的確に把握するため、子会社の営
業成績、財務状況その他の重要な情報について当社への定期的な報告を義務付け、必要に応じて子会社に対して関係資料等の提出を求めるも
のとしております。

②当社は子会社に対して、子会社がその営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社に報告するため、必要に応じて当社が開催する
取締役会または経営会議に子会社役員または従業員が参加することを求めるものとしております。

(7)監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関す
る事項

監査役は、内部監査室及び管理部門所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令
を受けた従業員がその命令に関する業務遂行中に、監査役以外の指揮命令を受けたり、不当な制約を受けたりすることがないよう取締役等は留



意するものとしております。当該従業員に係る人事異動等の処遇に関しては監査役の意見を反映して決定しております。

(8)監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は当社の役員及び従業員に対して、監査役の職務を補助すべき従業員が監査役の指揮命令に従う旨を周知徹底しております。

(9)監査役への報告に関する体制

①取締役及び従業員が監査役に報告するための体制

　　　a.当社の監査役は、取締役の職務執行を監査するため、取締役会、経営会議その他当社の重要な会議に出席するほか、主要な稟議書やそ
の他業務執行に関する重要な書類を閲覧するものとしております。

　　　b.取締役及び従業員等は、取締役会その他の重要な会議への監査役の出席を通じて職務の執行状況を報告するほか、内部監査の実施状
況、スピークアップ制度に基づく通報、相談受付状況等を報告するものとしております。管理部門、内部監査室は監査役との定期的な連絡会で、
他の部門は監査役の求めに応じ、業務及び財産の状況を報告するものとしております。

②子会社の取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

　　　a.子会社の役員及び従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものと
しております。

　　　b.子会社の役員及び従業員は、法令等の違反行為等、当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これ
を発見次第、直ちに当社の子会社を管理する部門へ報告を行うか、またはスピークアップ制度を利用するものとしております。

　　　c.当社内部監査室は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報
告しております。

　　　d.スピークアップ制度の担当部門は、当社グループの役員及び従業員からの内部通報、相談受付の状況について、通報者の匿名性に必要
な処置をしたうえで、定期的に当社取締役、監査役及び取締役会に対して報告するものとしております。

(10)監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査役への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対して当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、そ
の旨を当社グループの役員及び従業員に周知徹底しております。

(11)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続き、その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に
係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または
債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理しております。

(12)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催しております。また、当社は、監査役と管理部門及び内部監査室との間
で連絡会を開催するほか、各種会議への監査役の出席を確保するなど監査役の監査が実効的に行われるための体制を整備しております。監査
役は、専門性の高い法務・会計事項については、専門家に対して助言を求めるまたは調査、鑑定その他の事務を委託する等の費用を請求するこ
とが可能となっております。取締役等は監査費用の前払または償還の手続きその他の監査費用等について、監査役の職務に必要でないと認めら
れる場合を除き、これを拒むことはできません。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応統括部門をコンプライアンス部とし、情報の一元管理・蓄積のための取り組み支援、研修活
動、マニュアルの整備、外部専門機関との連携を行うこととしております。また、平素から外部専門機関との連携を密に行うとともに、各種の暴力
団排除運動に参加いたします。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

コーポレートガバナンスの充実に向けて、今後も一層、規程の整備や監督機能の充実等、体制の強化に努めてまいります。







【取締役・監査役の個々の選任・指名に関する説明】 

 

氏名 地位 選任理由 

濱田 佳治 代表取締役社長 

1995 年の当社創業以来、創業者として理念を掲げ強力なリーダ

ーシップと実行力により当社の発展に貢献しております。企業

理念の醸成はもとより、営業面・管理面の業務全般に精通して

おり、引き続き事業推進の要として当社経営を担うことが企業

価値向上に資すると判断し、選任しております。 

村上 浩一 取締役  

経理財務、経営企画、IT システム、内部監査に携わる等、主に

管理部門における豊富な経験と高い見識を有しております。こ

れらの経験を活かして当社経営を担えるものと判断し、選任し

ております。 

田坂 貴典 取締役  

当社においてマーケティング部門の責任者等を歴任し、知見を

もとに事業運営の中心を担っております。2023 年９月からは株

式会社保険市場の代表取締役社長として子会社の経営全般を

管轄しており、これらの経験を活かして当社経営を担えるもの

と判断し、選任しております。 

桜井 洋二 取締役  

損害保険会社、生命保険会社において企業経営に携わった豊富

な経験と高い見識から、当社事業運営に際し有用な意見、助言

をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充

分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しておりま

す。 

小坂田 成宏 取締役  

企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有してお

り、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適

切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しておりま

す。 

島津 朝子 取締役  

キャプティブ保険法に関する弁護士（米国）としての経験と専

門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社

の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、

選任しております。 

篠原 秀典 取締役  

生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験と高い

見識から、当社経営の重要事項の決定に際し有用な意見、助言

をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充

分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しておりま

す。 

成川 淳 取締役  

生命保険会社における商品数理、決算数理等の業務経験に加

え、生命保険会社および銀行持株会社の両業界におけるリスク

管理体制の整備・運用など豊富な経験と高い見識を有すること

から、当社経営の重要事項の決定に際し有用な意見、助言をい

ただけるものと判断し、選任しております。 



 

朝田 宏幸 監査役  

当 社 及 び 当 社 子 会 社 で あ る Advance Create Reinsurance 

Incorporated における経営に長く携わったことから、企業経営

と事業運営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、それ

らの経験と知識を当社における監査に活かしていただけるも

のと判断し、選任しております。 

三田 与志雄 監査役  

公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門知識を有してお

り、当社の内部統制システム構築に対する助言・提言を含めて、

適切な監査を行っていただけるものと判断し、選任しておりま

す。 

谷貝 淳 監査役  

生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営に携わっ

た豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識を

当社における監査に活かしていただけるものと判断し、選任し

ております。 

福田 泰明 監査役  

公認会計士・税理士として、会計と税務に関する豊富な経験と

専門知識を有しており、当社の内部統制システム構築に対する

助言・提言を含めて、それらの経験と知識を当社における監査

に活かしていただけるものと判断し、選任しております。 

 

※桜井洋二氏、小坂田成宏氏、島津朝子氏、篠原秀典氏及び成川淳氏は社外取締役です。 

※三田与志雄氏及び福田泰明氏は社外監査役です。  


